
 ●非行・犯罪の専門機関として
　少年鑑別所は「法務少年支援センター」
として，非行・犯罪に関する問題や，思春
期の子どもたちの行動理解等に関する知
識・ノウハウを活用して，児童福祉機関，
学校・教育関係機関，ＮＰＯ等の民間団体
等，青少年の健全育成に携わる関係機関・
団体の皆さまと連携を図りながら，地域に
おける非行・犯罪の防止に関する活動や，
健全育成に関する活動の支援などに取り
組んでいます。相談等の依頼は，子どもか
ら大人まで幅広くお受けしています。

 ●関係機関等とのネットワーク機構
　地方公共団体，児童福祉機関，学校・教
育関係機関，保健・医療機関，NPO等の
民間団体，司法・更生保護官署等との関
係構築を図り，子ども・若者に対する必要
な支援や地域社会の非行・犯罪の防止に
積極的に取り組みます。

 ●ネットワーク参画の例
　子ども・若者支援地域協議会，要保護
児童対策地域協議会，学校警察連絡協議
会，少年サポートチーム，地域若者ステー
ションなど

青少年

～地域の非行・犯罪の防止へ～

　このシンボルマークは， 少年鑑別所が「地域
とともに， 子どもたちの未来， 可能性を育てて
いく」という意味を込めたもので， 芽を育て， 花
ひらくために， いろいろな要素を注ぐというこ
とをイメージして，7 色のしずくを降らせていま
す。キャッチフレーズは， 少年鑑別所が， 地域
とつながり, 連携を深めていくとともに， 専門的
な知見を地域に還元しようとする姿勢を示して
います。
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１　能力・性格の調査 ４　事例検討会（ケース会議）等への参加

5　研修・講演

6　法教育授業等

２　問題行動の分析や指導方法等の提案

３　御本人や御家族に対する心理相談

　関係機関・団体，御本人，御家族からの依頼を受けて，お困りの
こと等に合わせて，心理検査や適性検査を行います。
　また，依頼があれば，御本人や御家族の方にも，結果を分かりや
すく説明します。

●　実施可能な心理検査等の例
　・　知能検査等
　・　性格検査・職業適性検査等
●　教育相談機関からの紹介により，知能検査等を実施した例
　　御家族の方とお子さんとそれぞれ面接を行い，知能検査・発達

検査等を実施しました。また，知能検査等の結果を，御家族の方に，
お子さんの得意なこと，苦手なことなどとともにお伝えした上で，
日頃困っている点や気になっている点をおうかがいしながら，お子
さんへの接し方について，アドバイスを行いました。

　関係機関・団体からの依頼に応じて，問題行動等のある方の支援に関する事例検討会（ケー
ス会議）などに参加し，見立てや指導方法に関する助言・提案を行います。

●　福祉機関が主催するケース会議に定期的に参加し、助言等を行った例
　　福祉施設において，職員の指示や決まりを守らない方の支援の在り方について，ケース会

議が行われた際に，施設職員に対し，その方の行動の特徴や問題行動の原因等として考えら
れることをお伝えし，支援に当たり望まれる配慮などを提案しました。

　地方公共団体，学校，福祉，更生保護等の関係機関・団体の
皆さまが，主催する研修会，講演会などで，非行・犯罪，子育て
の問題，思春期の子供の行動理解と教育方法や指導方法などに
ついて分かりやすく説明します。

●　過去の研修テーマ例
　　最近の非行少年の特徴，思春期の子供の理解と望ましい接

し方，少年非行と地域の力，地域と進める再犯・再非行防止　問題行動等のお困りのことについて，面接や心理検査などを行った上で，どうして問題行動
が生じているのか，どのように指導・支援に当たればよいのかなどについて提案します。

●　いじめ等の問題行動のある中学生の指導方法を，学校教諭に助言した例
　　生徒， 保護者， 学校教諭のそれぞれと面接を行い， 生徒の心情や背景にある問題を把握

するとともに， 保護者と学校教諭に対して， 生徒への接し方や指導方法について提案をし
ました。

　関係機関・団体からの依頼を受けて，御本人や御家族の方との心理相談を行います。

●　学校と連携して，心理相談を継続した例
　　同級生への暴力などのあった生徒について，学校教諭

からの紹介を受け，御本人と御家族の方のそれぞれと面
接を行いました。

　　御本人とは，専用のワークブックを用いて，他者との
関わり方や，相手の気持ちに配慮することの大切さにつ
いて話し合ったり，暴力を振るわないための方法につい
て，一緒に考えたりしました。

　　御家族とは，家族関係の問題を中心にカウンセリング
を行いました。

他機関・専門職種等との連携の下で
　法務少年支援センターでは，未成年に限らず，成人の方の御相談等にも応じています。例えば，罪に
問われた障がい者・高齢者の方などに対して，地方公共団体，地域生活定着支援センター，福祉機関等
と，多機関連携の下で支援等を行うこともあります。

　法務省では，法教育に関する様々な取組を推進していま
す。
　児童・生徒等を対象として，非行少年に対する司法手続
や処分の種類・内容などについて，法教育授業（いわゆ
る「出前授業」 ）を行うほか，教員の方への研修もお受け
しています。
※　法教育とは，法律の専門家ではない一般の方々が，法や司法制度等

を理解し，法的なものの考え方を身につけるための教育をいいます。

　また，協力雇用主の方などに，従業員の方への接し方やお困りのことなどについてアドバイスをしたり，
日常の効果的なサポートの方法などを提案したりしています。また，従業員の方から，仕事に関して，
集中力が続かない，周りとうまくやりたい等の悩みについて，お話をうかがい，助言をしたり，御自分の
性格等を理解したいという御希望に応じて，心理検査等を行ったりすることもあります。


